
横 浜 市 条 例 （ 番 号 ）  

横 浜 市 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 基 本 条 例  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト そ の 他 の 高 度 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク を 通 じ

て 流 通 す る 多 様 か つ 大 量 の 情 報 を 適 正 か つ 効 果 的 に 活 用 す る こ と に よ り 、 横 浜

市 （ 以 下 「 市 」 と い う 。） が 直 面 す る 課 題 を 官 民 協 働 で 分 析 し 、 及 び 解 決 す る

環 境 を よ り 一 層 整 備 す る こ と が 重 要 で あ る こ と に 鑑 み 、 官 民 デ ー タ の 適 正 か つ

効 果 的 な 活 用 （ 以 下 「 官 民 デ ー タ 活 用 」 と い う 。） の 推 進 に 関 し 、 情 報 通 信 の

技 術 の 利 用 に お け る 安 全 性 及 び 信 頼 性 の 確 保 と と も に 、 個 人 及 び 法 人 の 権 利 利

益 の 保 護 を 前 提 と し て 、 市 に お け る 官 民 デ ー タ 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 に つ い

て の 基 本 的 な 計 画 を 策 定 す る と と も に 、 推 進 体 制 に 関 す る 基 本 的 な 事 項 を 定 め

る こ と に よ り 、 官 民 デ ー タ 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 効 果 的 に 推 進

し 、 も っ て 官 民 デ ー タ 活 用 に よ り 得 ら れ た 情 報 を 根 拠 と し て 行 わ れ る 効 果 的 か

つ 効 率 的 な 市 政 運 営 、 市 内 経 済 の 活 性 化 及 び 市 内 企 業 の 振 興 並 び に 市 民 が 安 全

で 安 心 し て 暮 ら せ る 快 適 な 生 活 環 境 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 基 本 法 （ 平 成 ２ ８

年 法 律 第 103 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） の 例 に よ る 。  

（ 横 浜 市 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 計 画 ）  

第 ３ 条  市 は 、 法 第 ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ く 官 民 デ ー タ 活 用 の 推 進 に 関 す る 施

策 に つ い て の 基 本 的 な 計 画 （ 以 下 「 横 浜 市 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 計 画 」 と い う 。  

） を 定 め な け れ ば な ら な い 。  

２  横 浜 市 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 計 画 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 定 め る も の と す

る 。  

(1)  市 域 に お け る 官 民 デ ー タ 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 に つ い て の 基 本 的 な 方 針  

(2)  市 域 に お け る 官 民 デ ー タ 活 用 の 推 進 に 関 す る 事 項 

(3)  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 域 に お け る 官 民 デ ー タ 活 用 の 推 進 に 関 す る 

施 策 を 総 合 的 か つ 効 果 的 に 推 進 す る た め に 必 要 な 事 項 

３  前 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 は 、 法 第 ３ 章 の 基 本 的 施 策 の う ち 、 市 に お い て 特 に

関 連 す る 次 の 各 号 に 掲 げ る 施 策 に つ い て 、 法 第 ８ 条 第 １ 項 の 官 民 デ ー タ 活 用 推



進 基 本 計 画 等 を 勘 案 し て 定 め る も の と す る 。  

(1) 地 方 公 共 団 体 に 係 る 手 続 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用  

(2) 地 方 公 共 団 体 が 保 有 す る 官 民 デ ー タ の 容 易 な 利 用  

(3) 個 人 番 号 カ ー ド の 普 及 及 び 活 用  

(4) 情 報 通 信 技 術 の 利 用 の 機 会 等 の 格 差 の 是 正 

(5) 情 報 シ ス テ ム に 係 る 規 格 の 整 備 及 び 互 換 性 の 確 保  

(6) 官 民 デ ー タ 活 用 に 関 す る 教 育 、 学 習 の 振 興 及 び 普 及 啓 発 

４  横 浜 市 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 計 画 に 定 め る 施 策 に つ い て は 、 原 則 と し て 、 当 該

施 策 の 具 体 的 な 目 標 及 び そ の 達 成 の 期 間 を 定 め る も の と す る 。  

５  市 長 は 、 横 浜 市 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 計 画 の 案 を 作 成 し た と き は 、 市 会 に 報 告

し な け れ ば な ら な い 。  

６  市 は 、 横 浜 市 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 計 画 を 定 め た と き は 、 遅 滞 な く 、 こ れ を イ

ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 適 切 な 方 法 に よ り 公 表 し な け れ ば な ら な い 。  

７  前 ２ 項 の 規 定 は 、 横 浜 市 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 計 画 の 変 更 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 推 進 体 制 の 整 備 等 ）  

第 ４ 条  市 は 、 横 浜 市 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 計 画 を 作 成 し 、 及 び そ の 実 施 を 推 進 す

る た め に 必 要 な 体 制 の 整 備 及 び 財 政 上 の 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 協 働 に よ る 官 民 デ ー タ 活 用 の 推 進 ）  

第 ５ 条  市 は 、 官 民 デ ー タ 活 用 を 推 進 す る た め 、 官 民 デ ー タ の 利 用 に 係 る 需 要 の

把 握 に 努 め る と と も に 、 人 工 知 能 関 連 技 術 、 イ ン タ ー ネ ッ ト ・ オ ブ ・ シ ン グ ス

活 用 関 連 技 術 、 ク ラ ウ ド ・ コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ ・ サ ー ビ ス 関 連 技 術 そ の 他 の 先

端 的 な 技 術 の 活 用 等 官 民 デ ー タ 活 用 の 推 進 の 取 組 に つ い て 、 そ の 趣 旨 及 び 内 容

を 検 討 し 、 協 働 に よ り 積 極 的 に 当 該 取 組 を 推 進 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 官 民 デ ー タ 活 用 に 関 す る 調 査 及 び 研 究 ）  

第 ６ 条  市 は 、 企 業 、 大 学 、 市 民 等 と 連 携 し 、 広 く 官 民 デ ー タ が 活 用 さ れ る た め

の 在 り 方 に つ い て 、 調 査 及 び 研 究 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 。  

 

附  則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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